深  圳  市
労
動
契
約
（全日制社員版）
深圳市労働と社会保障局監修
（網藍人材日本語訳）

甲(使用者)                    乙(社員)
名称                             姓名                     

住所                             性別                       
法定代表人                       身分証（パスポート）
（主要責任者）                   番号                     
担当者                           住所                     

電話                             電話                                                      
《中華人民共和国労働法》（以下《労働法》と略す）、《中華人民共和国労働契約法》（以下《労働契約法》と略す）などの関連する法律に基づき、甲乙双方は合法、公平、平等な自由意志、協商一致、誠実信用の原則に基づきこの契約を結ぶ。両者は本契約の各条項を遵守する。
一、労働契約期間
（一）甲乙双方は以下の第    種の方式で本契約を結ぶことに同意する。
1、固定期限あり：        年     月     日から        年
     月     日まで。
2、固定期限無し：        年     月     日から。 

3、一定の任務の完成を期限とする：        年     月     日から                                          任務が完成するまで。仕事の完成の指標は                              とする。
（二）試用期間       （試用期間は契約期間に含まれる，試用期間が無い場合は， “無”と記入する）。 

二、仕事内容と勤務場所
乙の仕事内容(職位または職種)                                         

                                                          。
乙の勤務場所                                        。
三、勤務時間と休息休暇
（一）甲、乙双方は同意の上以下の第     種の方式で乙の勤務時間を確定する。
1、標準労働時間制，毎日の労働時間は       時間（８時間を越えない），毎週の労働時間は       時間（４０時間を越えない），毎週最低一日の休暇。
2、不定労働時間制，労働保障部門の許可を得て、乙の職位で不定労働時間制を実施する。
3、総合労働時間制，労働保障部門の許可を得て、乙の職位で不定労働時間制を実施する。
（二）甲は生産経営の必要により、労働時間を延長でき、《労働法》第四十一条に従う。
（三）乙は法により法定休暇、結婚休暇、出産休暇、忌引きなどの休暇を取ることができる。
（四）乙のその他の休息休暇は                                          

                                                          とする。
 四、労働報酬
（一）甲は法に基づき給与分配制度を制定し、乙に告知する。甲が乙に支払う給与は市政府が公布した当年の最低給与を下回ってはならない。
（二）乙の毎月の給与は     元（うち試用期間は毎月給与     元）あるいは                                                      

                                                 に基づき執行する。
（三）甲は毎月    日に給与を支払う。甲は毎月最低一度貨幣の形式で乙に給与を支払う。
（四）乙の残業代、休暇中の給与および特殊な状況下の給与の支払いは関連する法律法規に従って行う。
（五）甲乙双方の給与に対するその他の取り決め                                       

                                                          。
五、社会保険と福利待遇
（一）甲乙双方は国家と省、市の関連規定により社会保険に参加し、社会保険日を納める。 

（二）乙が病気になったり、業務外で負傷した場合、甲は国家と省、市の関連規定に基づき乙に医療期と医療期待遇を与える。
（三）乙が職業病にかかったり、仕事で負傷した場合は、甲は《職業病防止法》、《工傷保険条例》などの関連する法律法規の規定に基づき執行する。
（四）甲は乙に以下の福利待遇を与える                           

                                                          。
六、労働保護、労働条件と職業危害防護
（1） 甲は国家と省、市の労働保護規定に基づき、乙に国家労働衛生標準に合った労働場所と必要な労働防護用品を提供して、適切に乙の生産中の安全と健康を保護する。
（二）甲は国家と省、市の関連規定に基づき、適切に女性社員や未成年社員の特殊労働保護策を採る。
（三）乙が        に従事し、           の職業危害の恐れがあり、甲は必ず                                    防護措置を取り、毎年    回集団健康診断を行う。
（四）乙は甲の違約指示および強制的な危険作業を拒否する権利を有する；甲の生命安全や身体健康を害する行為に対して、乙は改善を要求したり関係部門に告発することができる。

七、規則制度
（一）甲が法に基づき制定した規則制度は、乙に告知する。
（二）乙は国家と省、市の関連法律法規と甲が法に基づき制定した規則制度を遵守し、時間内に仕事任務を完成し、職業技能を高め、安全操作規程と職業道徳を守る。
（三）乙は国家と省、市の計画生育の規定を自覚し遵守する。
八、契約の変更
甲乙双方が協議一致すれば、契約を変更できる。契約の変更は書面で行う。変更後の契約書は双方が一部ずつ保有する。
九、契約の解除と終了
（一）甲乙双方が協議一致すれば、契約を解除できる。
（二）乙は三十日前に書面で通知すれば、労働契約を解除できる；乙は試用期間内に三日前に通知すれば労働契約を解除できる。
（三）甲が以下に当てはまるとき、乙は甲に通知した後労働契約を解除できる：

1、労働契約の約定どおりの労働保護または労働条件を提供しない場合；

2、労働報酬を適時に満額支払わない場合； 

3、乙のために法定社会保険費用を納付しない場合；

4、甲の規則制度が法律、法規に違反し、乙の権益を損害している場合；

5、甲が詐欺や脅迫の手段や危機に乗じて乙の真意に反した状況下で契約の締結または変更を行ったため、本契約が無効の場合；
6、甲が自らの法的責任を免除し、乙の権利を排除したため，本契約が無効の場合；
7、甲が法律に違反し、行政法規の強制性の規定により、本契約が無効の場合；
8、法律、行政法規で規定された、乙が労働契約を解除できるその他の状況。

（四）甲が暴力、威嚇あるいは違法に心身の自由を束縛する手段で乙に労働を強制したり、規定に違反して危険な作業に従事させ、乙の身体安全が危ぶまれる場合、乙は労働契約を解除でき、あらかじめ甲に通知しなくてもよい。
（五）乙が以下に当てはまるとき、甲は労働契約を解除できる：
1、試用期間中に採用条件に合わないことが証明された場合；

2、使用者の規則制度に著しく違反した場合；

3、著しい職務怠慢、不正利得行為により甲に重大な損害を与えた場合；

4、乙が他の使用者とも同時に労働関係を確立し、本使用者の業務遂行に著しい影響を与えたか、甲の指摘にもかかわらず是正しなかった場合；

5、乙が詐欺、脅迫等の手段又は相手方の危機に乗じて、甲の意志に反して労働契約を締結もしくは変更させ、本契約あるいは変更協議を無効にした場合； 

6、法により刑事責任を追及された場合。

（六）次の状況に当てはまるとき、甲は三十日前に書面で乙に通知するか、一か月分の給与を余分に払った後労働契約を解除できる： 

1、乙が病気になり、または業務外での負傷により規定の医療期間の満了後ももとの業務に従事できず、かつ甲が別途準備した仕事にも従事できない場合； 

2、乙が業務に耐えられず、トレーニングもしくは職場の調整を経てもなお業務に耐えられない場合；

3、労働契約締結時に根拠とされた客観的状況に重大な変化が生じて労働契約が履行できなくなり、使用者と労働者の協議を経ても労働契約の内容変更につき合意ができなかった場合。 

（七）以下の状況の一つで、甲が人員を二十人以上または二十人以下でも全社員の十パーセント以上を削減しなければならないときは、甲は三十日前に工会か職員全体に状況を説明し、工会または社員の意見を聞き、人員削減案を労働行政部門に報告すれば、人員削減できる：
1、甲が破産法により整理中である場合；
2、甲の生産経営に深刻な困難が生じたとき；
3、業種転換、重大な技術革新又は経営方式の調整があり、労働契約を変更した後も人員削減の必要があるとき；
4、その他労働契約締結時に根拠とされた客観的経済情勢に重大な変化があり本契約の履行が不可能となった場合。
（八）以下の状況のひとつに当てはまる場合、労働契約は終了する： 

1、労働契約期間が満了したとき；

2、乙が法に基づき基本養老保険待遇になったとき；

3、乙が死亡かまたは人民法院で死亡か失踪を宣告されたとき； 

4、甲が法に基づき破産を宣告されたとき； 

5、甲が営業許可証を取り上げられたか、閉鎖命令を受けたか、抹消されたか、または甲が繰り上げて解散を決定したとき； 

6、法律、行政法規で規定されているその他の状況にある場合。
十、経済補償
（一）以下に当てはまる場合は甲は乙に経済補償を支払う： 
1、甲が本契約の第九条第（一）項の規定により乙に労働契約の解除を申し出て協議一致により労働契約を解除したとき；　　

2、乙が本契約の第九条第（三）項、第（四）項規定に基づき労働契約を解除する場合；  　　

3、甲が本契約の第九条第（六）項規定に基づき労働契約を解除する場合；

4、甲が本契約の第九条第（七）項規定に基づき労働契約を解除する場合；

5、甲が労働契約の約定条件を維持または引き上げて労働契約の継続を行おうとしても労働者が継続に同意しない状況である場合を除き、本契約の第九条第（八）項第１目の規定により固定期限労働契約が満了したとき；
6、本契約の第九条第（八）項第４目、第５目の規定により労働契約が終了したとき；

7、法律、行政法規が定めるその他の状況。
（二）甲乙双方が契約を解除または終了するとき、経済補償の支払い基準は《労働契約法》と国家と省、市の関連する規定に従って執行されなければならない。甲が法律に従って支払う経済補償は、乙が仕事の引継ぎを終えたときに支払わなければならない。
十一、契約の解除と終了の手続き
甲乙双方が契約を解除または終了するとき、乙は双方の約定に基づき、仕事の引継ぎを行う。甲は法に基づき乙に書面で証明を出し、十五日以内に档案と社会保険の移転手続きを行う。
十二、争議の処理
甲乙双方で労働争議が発生した場合、まずは協調して解決する。協調が不調に終わった場合、その企業の工会に解決を求めるかその企業の労働争議調停委員会に調停を申請する；あるいは直接労働争議仲裁委員会に仲裁を申請しても良い。仲裁の裁定に意義が無ければ、双方は必ず履行しなければならない；仲裁の裁決に不服のときは、人民法院に起訴できる。
十三、双方が約定すべきと考えるその他の事項:

十四、その他
（一）本契約書で記述されなかった、あるいは契約条項が法律法規規定に抵触する場合、現行の法律に基づいて執行する。
（二）本契約は甲乙双方が署名捺印した日から有効になり、書き直したり書面での委託なしに代理署名した場合は無効である。
（三）本契約は２部で一式であり、甲乙おのおのが一部ずつ保有する。
甲：（捺印）                               乙：（署名）    
法定代表人：
（主要責任者）
年   月   日                             年   月   日 
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